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新しいお友達が仲間入り！　保育所入所式
4月5日、土塔中央保育所と北園保育所の入所式がそれぞれ行
われました(写真は土塔中央保育所)。先生に名前を呼ばれると、
元気良く「はーい！」とお返事。お友達たくさん作ってね！
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　平成２０年４月から後期高齢者の医療保険制度が変わります！

　平成 18 年６月の健康保険法等の改正に伴い、平成 20 年４月１日から新たな「後期高齢者医療制度」
が始まります。これにより、後期高齢者は、現在加入している国民健康保険や社会保険（被扶養者を
含む）を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。対象となる方は次の方です。
　平成20年４月１日現在
　　①75歳以上の方
　　②65歳以上75歳未満の者で、一定の障害を持ち、広域連合長が認めた方

　茨城県後期高齢者医療広域連合の設立

　後期高齢者医療制度に関する事務を広域にわたり処理するため、県内すべての市町村で組織する「茨
城県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。現在、後期高齢者医療制度施行に向けた準備に取
り組んでおり、平成 19 年度中に必要な事項を決定していきます。
　今後、後期高齢者医療制度の内容について随時紹介していきます。

　茨城県後期高齢者医療広域連合の組織と市町村との連携

　茨城県後期高齢者医療広域連合は、県内すべての市町村が加入し、後期高齢者医療に関する事務を
広域にわたり処理するための「特別地方公共団体」です。
　茨城県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度全体の財政を運営していく組織です。後期
高齢者の方の各種申請等の窓口取扱いは、現在と同様に市町村が行います。

被保険者
（後期高齢者）

市町村
後期高齢者医療担当課

各種申請等の窓口

●茨城県後期高齢者医療広域連合の連絡先　水戸市赤塚1-1ミオスビル１階　☎029-309-1211

広域連合長

副広域連合長

会計管理者事 務 局

構成市町村長からの選挙

連合長が議会の同意を得て選任

総務課 企画課 事業課 給付課

広域連合議会（22名）
市長：８名（各市議会で選挙）
町村長：３名（各町村議会で選挙）
市議会議員：８名（各市議会で選挙）
町村議会議員：３名（各町村議会で選挙）

選挙管理委員会　監査委員　公平委員会

（広域連合の組織）

➡

➡

●問合先　市役所国保年金課医療福祉G　内線105・106

　後期高齢者医療制度　後期高齢者医療制度　後期高齢者医療制度75歳以上の方　
医療保険制度が
変わります！



地方交付税
の見 直 し

③地方の自主財源
を強化し、地方
交付税への依存
を低下

税 源 移 譲
②廃止・縮減に見合った額を国から

地方に税源移譲

国庫補助金
の見 直 し

①使い道が細かく
決められている
国庫補助金を廃
止・縮減

　給与所得者の方は、平成 19 年１月から源泉徴収される所得税が安くなり、
	 平成 19年６月から徴収される住民税が高くなります。
　年金受給者の方は、平成 19 年２月から源泉徴収される所得税が安くなり、
	 平成19 年６月から納付する住民税が高くなります。
※税源移譲により給与所得者・年金所得者ともに所得税が減り、住民税が増える方を想定しています
※定率減税の廃止により税額が増額となりますが、この図では定率減税分は含まれていません
※源泉徴収されていない場合や、給与及び年金を２か所以上からもらっている場合は、確定申告に

より所得税を納付する場合があります

所得税

住民税

税源移譲による減額

税源移譲による増額

給与所得のみの方

H18 　　　　　　H19
11 月　12 月　　1 月　 2 月　   3 月　   4 月      5 月　   6 月　   7 月

所得税

住民税

税源移譲による減額

年金所得のみの方

H18　 　　    H19
10 月   12 月  １月   2 月　  4 月　   6 月　   8 月     10 月

税源移譲による増額

税源移譲前

税源移譲後

所得税 住民税

所得税 住民税

税
源
移
譲

（国） （地方）

（国） （地方）

0     195   330   695  900   1800（単位：万円）
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改正後改正後

所得税 住民税

改正前
改正前
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わ
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。
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。
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？
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変
わ
る
の
？
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か
ら
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は
変
わ
る
の
？
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こ
の
３
つ
の
改
革
を
一
体
的
に
行
う
こ

と
が
、
三
位
一
体
改
革
で
す
。

　

税
源
移
譲
と
は
、
国
の
税
金
を
地
方
の

税
金
に
移
す
こ
と
で
、
こ
れ
に
伴
い
、
今

回
の
税
法
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

住
民
税
は
一
律
10
％
に
、
所
得
税
は
税

率
を
４
段
階
か
ら
６
段
階
に
変
更
し
、
税

源
移
譲
に
よ
る
納
税
者
負
担
（
住
民
税
＋

所
得
税
）を
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

国から地方へ
税 源 移 譲

0 200 700 （単位：万円）

5%

10%
県民税 2%
市民税 8%

13%
県民税  3%
市民税 10%

0         200              700

10%
県民税 4%
市民税 6%

県民税 2%
市民税 3%



●住民税が大きく変わります

定率減税
H17 年度

（H17 年分）
以　前

H18 年度
（H18 年分）

H19 年度
（H19 年分）

以　降

住
民
税

控除率 15％ 7.5％

廃　止
上限額 40,000 円 20,000 円

所
得
税

控除率 20％ 10％

上限額 250,000 円 125,000 円

住民税と所得税の人的控除の差（一例）
所 得 控 除 所得税 住民税 差　額

一 般 配 偶 者 38 万円 33 万円 5 万円

老 人 配 偶 者 48 万円 38 万円 10 万円

一 般 扶 養 38 万円 33 万円 5 万円

特 定 扶 養 63 万円 45 万円 18 万円

老 人 扶 養 48 万円 38 万円 10 万円

同 居 老 親 等 58 万円 45 万円 13 万円

基 礎 控 除 38 万円 33 万円 5 万円

配
偶
者

控　

除

扶
養
控
除

単身世帯

人的控除の差額（５万円）×５％

課税標準額
　住 民 税 ０　　　　　５　　　200…　　（万円）
　所 得 税 　　　　　　０　　　195…

減
額
す
る
額 2,500 円

夫婦と子２人（うち１人特定扶養）世帯

人的控除の差額（33 万円）×５％

課税標準額
　住 民 税 ０　　　　  33　 200　   228…　（万円）
　所 得 税 　　　　　  ０　 167　   195…　

2,500 円

16,500 円
減
額
す
る
額

人的控除の差による負担額の調整
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税
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見
直
し

　

 

65
歳
以
上
の
合
計
所
得
１
２
５
万
円
以
下

　

の
非
課
税
措
置
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

　

 

Ｑ　

所
得
税
の
方
が
住
民
税
よ
り
基
礎
控

除
や
扶
養
控
除
等
の
控
除
額
が
大
き
い
の

で
、
同
じ
所
得
（
※
１
）
で
も
全
体
の
課

税
所
得
（
※
２
）
は
増
え
る
の
で
は
？
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表
参
照
）
の
合
計
額
に
５
％
を
乗
じ
た
分

だ
け
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
負
担
増
を
調
整
す
る
た
め
、
住

民
税
か
ら
一
定
の
額
を
控
除
す
る
調
整
控

除
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

景
気
対
策
の
た
め
に
、
暫
定
的
な
措
置

と
し
て
導
入
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
の

経
済
状
況
の
改
善
な
ど
を
踏
ま
え
、
平
成

18
年
度
住
民
税
（
平
成
18
年
分
所
得
税
）

で
は
半
減
さ
れ
、平
成
19
年
度
住
民
税（
平

成
19
年
分
所
得
税
）
か
ら
は
、
定
率
減
税

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、
65
歳
に
達

し
て
い
た
方
で
、
合
計
所
得
１
２
５
万
円

以
下
の
方
に
対
す
る
非
課
税
措
置
の
廃
止

に
伴
い
、
２
年
間
経
過
措
置
が
と
ら
れ
ま

し
た
。
平
成
18
年
度
は
住
民
税
額
の
３
分

の
１
を
、
平
成
19
年
度
は
３
分
の
２
を
課

税
し
ま
す
。

　

税
源
移
譲
で
は
、
国
の
税
金
で
あ
る
所

得
税
を
減
ら
す
代
わ
り
に
、
地
方
の
税
金

で
あ
る
住
民
税
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
税
源
を
国
か
ら
地
方
へ
移
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
者
の
負
担
は
変
わ
り
ま

せ
ん
が
、
税
金
の
納
め
る
先
の
配
分
が
変

わ
り
ま
す
。

　

住
民
税
と
所
得
税
の
税
率
を
変
え
る
こ

と
で
調
整
す
る
た
め
、
納
税
者
の
負
担
が

極
力
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す

が
、
国
の
方
針
に
よ
る
定
率
減
税
の
廃
止

に
伴
い
、
税
額
は
増
額
と
な
り
ま
す
。

　

納
税
者
の
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
分

は
、
住
民
税
を
下
げ
る
こ
と
で
調
整
さ
れ

ま
す
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こ
れ
を
調
整
控
除
と
言
い
ま
す
。

※
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所
得
＝
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
（
給
与

及
び
年
金
所
得
者
は
、
国
で
定
め
た
計
算
表

に
基
づ
き
算
出
）
を
差
し
引
い
た
も
の

※
２ 

課
税
所
得
＝
所
得
額
か
ら
基
礎
控
除
や
扶

養
控
除
等
の
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た
も
の

　

平
成　

年
度
か
ら
住
民
税
に
新
設
さ
れ

た
制
度
で
す
。
例
え
ば
、
税
率
が
住
民
税

で
５
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
場

合
、
単
純
に
所
得
税
が
10
％
か
ら
５
％
に

引
き
下
げ
ら
れ
て
も
、人
的
控
除
の
差（
下

19

■合計課税所得額が２００万円以下の場合
　 次の①②のいずれか少ない金額の５％（市

民税３％・県民税２％）を控除
　①人的控除額の差の合計額
　②合計課税所得金額
■合計課税所得金額が２００万円超の場合
　 { 人的控除額の差の合計額―（合計課税

所得金額―２００万円）} の５％を控除
※この金額が２５００円未満の場合は、２５００
　円とする



　

 

お
問
い
合
わ
せ
の
多
い
質
問
に
つ
い

て
お
答
え
し
ま
す

税源移譲後の住民税の計算例
【例】給与所得者　夫婦＋子２人（うち１人は特定扶養）の４人世帯

税源移譲前
税源移譲後

定率減税あり 定率減税がなかった場合

住 民 税
（平成 18 年度）

所 得 税
（平成 18 年分）

住 民 税
（平成 18 年度）

所 得 税
（平成 18 年分）

住 民 税
（平成 19 年度）

所 得 税
（平成 19 年分）

給与収入 5,000,000

所　得① 3,460,000

所
得
控
除

社会保険料控除 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

配偶者控除 330,000 380,000 330,000 380,000 330,000 380,000

特定扶養控除 450,000 630,000 450,000 630,000 450,000 630,000

一般扶養控除 330,000 380,000 330,000 380,000 330,000 380,000

基礎控除 330,000 380,000 330,000 380,000 330,000 380,000

所得控除の計② 1,940,000 2,270,000 1,940,000 2,270,000 1,940,000 2,270,000

課税所得（① - ②）= ③ 1,520,000 1,190,000 1,520,000 1,190,000 1,520,000 1,190,000

税　率④ 5% 10% 5% 10% 10% 5%

税　額（③×④）= ⑤ 76,000 119,000 76,000 119,000 152,000 59,500

調整控除⑥ — — — — 16,500 —

定率減税⑦ 5,700 11,900 — — 廃　止 廃　止

税　額（⑤ - ⑥ - ⑦）= ⑧ 70,300 107,100 76,000 119,000 135,500 59,500

均等割額⑨ 4,000 — 4,000 — 4,000 —

税額小計⑧＋⑨ 74,300 107,100 80,000 119,000 139,500 59,500

税額合計（住民税＋所得税） 181,400 199,000 199,000
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●住民税が大きく変わります

Ｑ
１　

守
谷
市
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
前

に
住
ん
で
い
た
市
か
ら
住
民
税
の
納
付
書

が
届
い
た
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
？

Ａ
１　

住
民
税
は
、
平
成
19
年
１
月
１
日

現
在
に
居
住
し
て
い
た
市
町
村
で
課
税
さ

れ
る
た
め
で
す
。

Ｑ
２　

現
在
収
入
が
な
い
の
に
、
住
民
税
の

納
付
書
が
届
い
た
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
？

Ａ
２　

平
成
19
年
度
の
住
民
税
は
、
平
成

18
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
収
入
に
基

づ
き
、税
金
を
計
算
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

Ｑ
３　

い
く
ら
以
上
に
な
る
と
、
住
民
税

を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
か
？

Ａ
３　

所
得
が
28
万
円
（
給
与
収
入

で
93
万
円
）
を
超
え
る
と
、
均
等
割

（
４
０
０
０
円
）
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
４　

扶
養
の
範
囲
は
、
い
く
ら
ま
で
で

す
か
？

Ａ
４　

税
法
上
の
扶
養
は
、
所
得
で
38
万

円（
給
与
収
入
で
１
０
３
万
円
）以
下
で
す
。

●
問
合
先

【
所
得
税
】
竜
ヶ
崎
税
務
署　

　

☎
０
２
９
７
―
66
―
１
３
０
３

【
住
民
税
】

•
総
務
省
自
治
税
務
局
市
町
村
税
課

　

住
民
税
係

　

☎
03
―
５
２
５
３
―
１
５
１
１

•
県
市
町
村
課
税
政
担
当
又
は
税
務
課

　

☎
０
２
９
―
３
０
１
―
１
１
１
１

•
市
役
所
税
務
課
市
民
税
Ｇ

　

内
線
２
０
５
～
２
０
７

※調整控除⑥の算出方法：合計課税総所得金額が 200 万円以下の場合
　　 ①人的控除額の差の合計額（330,000 円）と②合計課税所得金額（1,520,000 円）の小さい金額の 5％

となるので、330,000 円× 5％＝ 16,500 円が調整控除となります
※平成 18 年分と平成 19 年分の収入が同じ場合を想定して計算しています

　平成 19 年度の住民税の額を計算したい方は、お手元に平成 18 年中の確定申告書又は源泉徴収票を用意し、全国地
方税務協会ホームページ（http://www.zeikyo-soft.jp）で自動計算ができます（７月末で閉鎖）。なお、税法改正の詳
しい内容については、市ホームページ（http://www.city.moriya.ibaraki.jp/section/0150/shiminzei/h19kaisei.
html）をご覧ください。また、市役所や各公民館等にも案内が置いてありますのでご利用ください。
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お知らせ

情　報
ひろば
情　報
ひろば

くらし・環境・交通

届出・証明・税・年金

子ども

高齢者

教室・講座・イベント
情報・参加・交流

仕　事

子
宮
が
ん
集
団
検
診

（
子
宮
頸け
い
ぶ部

細
胞
診
）

お
知
ら
せ

　

子
宮
頸
部
が
ん
は
、
検
診
の

普
及
で
早
期
発
見
が
多
く
な
り
、

死
亡
率
が
低
下
し
て
い
ま
す
。

年
に
一
度
は
検
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。
な
お
、
個
人
通
知
で
の
お
知

ら
せ
は
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
検
診

時
期
が
早
ま
り
、
秋
に
は
実
施
し

な
い
た
め
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

市
内
在
住
の
20
歳
以

上（
昭
和
63
年
３
月
31
日
以
前
生

ま
れ
）の
女
性　

先
着
１
２
０
０

名
※
次
の
方
は
除
く　

勤
務
先

で
検
診
を
受
け
る
方
／
妊
娠
中

又
は
可
能
性
の
あ
る
方
／
子
宮

が
ん
医
療
機
関
検
診
を
受
診
予

定
の
方
▼
料
金　

８
０
０
円
※

検
診
日
当
日
に
徴
収
。
75
歳
以

上
（
昭
和
８
年
３
月
31
日
以
前

生
ま
れ
）
の
方
は
無
料
▼
申
込

方
法　

５
月
21
日
（
月
）
〜
６

月
15
日
（
金
）
に
電
話
又
は
窓

口
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン

タ
ー　

☎
48
|
６
０
０
０

児童手当

所
得
制
限
に
よ
り

平
成
18
年
度
受
給
し
て
い
な
い
方
へ

所
得
制
限
に
よ
り

平
成
18
年
度
受
給
し
て
い
な
い
方
へ

所
得
制
限
に
よ
り

平
成
18
年
度
受
給
し
て
い
な
い
方
へ

　

左
表
の
と
お
り
、
限
度
額
未

満
の
場
合
は
、
児
童
手
当
を
受

給
で
き
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
児
童
福
祉

課
で
認
定
請
求
の
手
続
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▼
認
定
請
求
に
必
要
な
も
の

•
印
鑑

• 

請
求
者
の
口
座
番
号
が
分
か

る
も
の
（
郵
便
局
不
可
）

• 

保
険
証
の
写
し
（
厚
生
年
金

加
入
者
の
み
）

• 

平
成
19
年
度
児
童
手
当
用
所

得
証
明
書
（
平
成
19
年
１
月

２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
）

▼
申
請
方
法

　

 

必
要
な
も
の
を
持
参
の
上
、

５
月
31
日
（
木
）
ま
で
に
窓

口
で
申
請
す
る

▼
申
請
・
問
合
先

　

 

市
役
所
児
童
福
祉
課
児
童
健

全
育
成
Ｇ　

内
線
１
５
３

扶養親族等の
数

自営業者
国民年金加入者

サラリーマン
厚生年金加入者

０人 460 万円 532 万円
１人 498 万円 570 万円
２人 536 万円 608 万円
３人 574 万円 646 万円
４人 612 万円 684 万円
５人 650 万円 722 万円

　※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老
人扶養親族がある方についての限度額は、上記
の額に１人につき６万円を加算した額

　※ 扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、
１人につき 38 万円（老人控除対象配偶者又は
老人扶養親族の場合は 44 万円）を加算した額

　※ 所得が上記以上の場合、児童手当は支給されま
せん

日　　程

期日 会　場

7/2（月）保健センター
7/3（火）東板戸井集会所
7/4（水）郷州公民館
7/5（木）高野公民館
7/6（金）文化会館
7/9（月）保健センター

7/10（火）中央公民館
7/11（水）郷州公民館
7/12（木）文化会館
7/13（金）保健センター
7/17（火）保健センター

 検診受付時間
13：30 ～ 14：30

車の鈑金 塗装

ソメヤバンキンソメヤバンキンソメヤバンキン
創業45年

㈲染谷鈑金工業所
守谷市本町 716
TEL:48-0274  FAX:48-0825

守谷郵便局〒

バッティング
センター

シダックス

セブンイレブン

西友楽市

● ●

●

●

●

所得制限限度額
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お知らせ・募集

　

６
月
１
日
、
商
業
統
計
調
査

が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

全
国
の
卸
売
業
・
小
売
業
を
営

む
す
べ
て
の
事
業
所
が
調
査
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
商
業
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
国
や
都
道
府

県
・
市
区
町
村
に
お
け
る
流
通

産
業
施
策
の
基
礎
資
料
と
な
る

も
の
で
す
。

　

調
査
項
目
は
、
事
業
所
の
名

称
、
所
在
地
、
経
営
組
織
、
年

間
商
品
販
売
額
等
で
す
。
お
答

え
い
た
だ
い
た
内
容
を
統
計
以

外
の
目
的
に
使
う
こ
と
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　

５
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
各

事
業
所
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

経
済
産
業
省
／
茨
城
県
／
守
谷
市

▼
問
合
先　

市
役
所
企
画
課
統

計
Ｇ　

内
線
３
３
３
・
３
３
４

　

地
域
の
皆
さ
ん
で
、
道
路
や

公
園
等
の
ご
み
収
集
を
行
い
ま

す
。
雨
天
の
場
合
は
中
止
で
す

（
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
、
各

地
区
・
町
内
会
で
判
断
）。
回

収
は
行
い
ま
す
。

▼
収
集
方
法　

可
燃
・
不
燃
ご

み
、空
き
缶
は
指
定
ご
み
袋
に
、

使
用
済
み
乾
電
池
は
適
宜
袋
に

入
れ
て
収
集
※
環
境
美
化
の
日

以
外
に
自
治
会
等
で
清
掃
活
動

を
実
施
す
る
場
合
、
指
定
袋
配

付
及
び
ご
み
回
収
を
行
い
ま
す

（
事
前
に
連
絡
）

▼
問
合
先　

市
役
所
生
活
環
境

課
生
活
環
境
Ｇ　

内
線
１
４
４

　

第
15
回
も
り
や
ア
ヤ
メ
祭
り

を
開
催
し
ま
す
。
ア
ヤ
メ
や
花

シ
ョ
ウ
ブ
が
咲
き
ほ
こ
る
中
、

あ
な
た
も
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時　

６
月
10
日
（
日
）
午

前
10
時
〜
午
後
３
時
※
雨
天
中

止
▼
会
場　

四
季
の
里
公
園
▼

応
募
資
格　

市
内
在
住
の
方
▼

出
店
数　

10
店
※
多
数
の
場
合

抽
選
。
出
店
場
所
は
事
務
局
で

決
定
▼
出
店
料　

無
料
▼
申
込

方
法　

５
月
24
日
（
木
）
ま
で

に
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
経

済
課
商
工
・
観
光
Ｇ　

内
線

２
６
３

商
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

募
　
　
集

も
り
や
ア
ヤ
メ
祭
り

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者

６
月
３
日
（
日
）

環
境
美
化
の
日

　５月21（月）～27（日）は、春の行政相談
週間です。
　毎日の暮らしの中で、例えば「わかりづ
らい道路案内標識を改善してほしい」、「郵
便ポストを設置してほしい」、「施設をバリ
アフリー化してほしい」など、困っている
ことや望んでいることはありませんか？
　こんなとき、行政相談委員にご相談くだ
さい。相談は無料で、秘密は厳守されます。

●行政相談委員
　４月１日、次の方が総務大臣から行政相
談委員として委嘱されました。

＜行政相談日＞
•日時　５月 25 日（金）午後１時～４時
•会場　市役所相談室

＜行政相談委員及び行政相談に関する問合先＞
•総務省茨城行政評価事務所行政相談課
　☎ 029‒221‒3347（代）
•行政苦情110番　☎ 0570-090110（相談専用）

吉
よしおか

岡　京
きょうこ

子氏
☎ 48‒1130

下
しもむら

村　敬
よしのり

典氏
☎ 48‒0565

お気軽にご相談ください
あなたの声をお届けします…行政に
●問合先　市役所くらしの支援課人権・同和対策室
　　　　　内線137・138

お気軽にご相談ください
あなたの声をお届けします…行政に
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募集・開催

「
守
谷
の
地
域
防
災
を

考
え
る
会
」
総
会

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

開
　
　
催

　
「
守
谷
の
地
域
防
災
を
考
え

る
会
」
は
、
地
域
防
災
へ
の
心

構
え
を
育
て
、
個
別
に
行
わ
れ

て
い
る
地
域
防
災
活
動
に
つ
い

て
情
報
交
換
し
、
市
全
体
の
防

災
活
動
と
し
て
連
携
（
＝
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）
す
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
ま
す
。

　

第
１
回
総
会
を
、
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
期
日　

５
月
19
日
（
土
）
▼

会
場　

中
央
公
民
館
２
階
講
座

室
▼
内
容　

講
演
「
防
災
ま
ち

づ
く
り
」
午
前
９
時
30
分
〜
10

時
30
分　

講
師
・
佐さ

と
う藤

隆た
か
お雄

氏

（
日
本
シ
ス
テ
ム
開
発
研
究
所

理
事
・
主
席
研
究
員
）
／
総
会

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

▼
問
合
先　

市
役
所
総
務
課
防

災
Ｇ　

内
線
２
２
４

　

い
き
い
き
と
暮
ら
す
た
め
に

は
、
ま
ず
自
分
の
健
康
管
理
が

大
切
で
す
。ミ
ニ
歩
く
会
で
は
、

　

傾
聴
と
は
、
耳
を
傾
け
て
熱

心
に
話
を
「
聴
く
」
こ
と
で
す
。

日
常
生
活
上
で
相
手
の
話
を

「
聴
く
」
機
会
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
傾
聴
の
心
構
え
を
学

ん
で
、
活
動
に
生
か
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

▼
日
時　

６
月
７
日
〜
28
日
の

木
曜
日
（
計
４
回
）
午
後
１
時

30
分
〜
４
時
※
初
回
の
み
午
前

９
時
30
分
〜
正
午
▼
会
場　

国

際
交
流
研
修
セ
ン
タ
ー
▼
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
の
方
で
、
受

講
後
、
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
希
望
す
る
方
30
名
▼
費
用

無
料
▼
申
込
方
法　

５
月
25
日

（
金
）ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

社
会
福
祉

協
議
会　

☎
45
―
０
０
８
８

健
康
づ
く
り
と
仲
間
づ
く
り
を

目
的
に
、
市
内
を
守
谷
・
北
守

谷
・
南
守
谷
・
郷
州
の
４
地
区

に
分
け
て
、
毎
月
１
回
活
動
し

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
郷
州
地
区
で
は
６
月

12
日
（
火
）
〜
13
日
（
水
）
に
、

一
泊
で
バ
ス
ハ
イ
ク
を
企
画
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー
保

健
・
管
理
G　
☎
48
|
６
０
０
０

▼
日
時　

６
〜
11
月
の
原
則
第

１
・
３
金
曜
日　

午
前
９
時
30

分
〜
正
午
※
開
校
式
は
６
月
15

日
（
金
）
▼
対
象　

市
内
在
住
・

在
勤
の
方
16
名
※
超
過
の
場
合

抽
選
▼
講
師　

貝か
い
づ
か塚

玉ぎ
ょ
く
け
い桂

氏

▼
受
講
料　

無
料
※
道
具
は
自

己
負
担
▼
申
込
方
法　

往
復
は

が
き
に
講
座
名
・
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

５
月
25
日（
金
）必
着
で
郵
送
、

又
は
窓
口
へ
提
出
す
る

▼
申
込
・
問
合
先　

文
化
会
館

〒
３
０
２
｜
０
１
０
４　

守
谷

市
久
保
ケ
丘
１
|
19
|
２　

☎

48
|
７
９
１
１

文
化
会
館

初
心
者
仮か

な名
講
座

ミ
ニ
歩
く
会
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

環境パネル展
　郷州公民館まつりの中で、市内在住の方
で構成する地球温暖化防止活動推進グルー
プによる環境（地球温暖化防止・ごみ問題・食
の安全）関連のパネル展示を行います。
▶日時　５月 20 日（日）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
▶会場　郷州公民館
▶問合先　
　市役所生活環境課生活環境Ｇ 内線 144

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

条
例
（
案
）
に
対
す
る
意
見

▼
公
表
案　

都
市
計
画
法
第
33

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
最
低

敷
地
面
積
に
関
す
る
条
例（
案
）

※
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る

自
己
用
住
宅
の
最
低
敷
地
面
積

を
２
０
０
㎡
か
ら
３
０
０
㎡
に

変
更
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
適

用
除
外
す
る
範
囲
を
決
定
し
た

た
め
、
再
度
意
見
を
求
め
る
も

の
▼
閲
覧
・
配
布
窓
口　

市
役

所
総
務
課
・
く
ら
し
の
支
援
課
・

都
市
計
画
課
、
中
央
・
郷
州
・

高
野
・
北
守
谷
の
各
公
民
館
、

文
化
会
館
、
仲
町
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
閲
覧
可
▼
案
の
公
表
及

び
意
見
提
出
期
限　

５
月
11
日

（
金
）
〜
６
月
10
日
（
日
）
▼

意
見
提
出
で
き
る
方　

市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方
／
市
内

に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ
る
方

及
び
法
人
・
団
体
／
市
に
納
税

義
務
が
あ
る
方
及
び
法
人
・
団

体
▼
意
見
の
提
出
方
法　

住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入

し
た
意
見
書
（
様
式
な
し
）
を

持
参
、
又
は
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

メ
ー
ル
で
提
出

▼
提
出
・
問
合
先　

市
役
所
都

市
計
画
課　

内
線
２
４
３
・
２
４
５
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開　　催

救
命
講
習
会（
Ａ
Ｅ
Ｄ
含
む
）

在
職
者
訓
練
講
座

　

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の

間
に
、
適
切
な
救
命
手
当
を
施

す
こ
と
で
、
救
命
率
が
向
上
し

ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
心
肺
蘇そ

生
法
及
び
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外

式
除
細
動
器
）
の
救
命
手
当

の
内
容
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
以
前
受
講
さ
れ
た
方
も
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

６
月
10
日
（
日
）
午

前
９
時
〜
正
午
▼
対
象　

中
学

生
以
上　

先
着
25
名
▼
内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
等
※
軽

い
運
動
が
で
き
る
服
装
▼
受
講

料　

無
料
▼
申
込
方
法　

５
月

25
日
（
金
）
か
ら
電
話
又
は
窓

口
で
申
し
込
む

▼
会
場
・
申
込
・
問
合
先　

守

谷
消
防
署　

守
谷
市
御
所
ケ
丘

４
―
１
―
２　

☎
46
―
０
１
１
９

チ
ャ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　

①
６
月
23
日
（
土
）

②
７
月
22
日
（
日
）
③
９
月
22

日
（
土
）
④
10
月
27
日
（
土
）

①
②
午
前
10
時
〜
午
後
０
時
30

分
③
午
前
10
時
〜
午
後
２
時
30

分
④
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
▼

申
込
方
法　

申
込
書
（http://

w
w
w
.ina-sh.ed.jp

か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
６
月
８
日
（
金
）
ま
で

に
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
送
す
る

▼
申
込
・
問
合
先　

県
立
伊
奈

養
護
学
校
ふ
れ
あ
い
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ス
ク
ー
ル
事
務
局　

〒
３

０
０
―
２
３
４
８　

つ
く
ば
み

ら
い
市
青
古
新
田
３
０
０　

☎

58
―
８
７
２
７　

58
―
９
２

４
９

　

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
や
契
約
、

年
金
・
税
制
な
ど
、
消
費
生
活

に
関
す
る
知
識
を
身
に
付
け
、

自
立
し
た
消
費
者
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

▼
期
間　

７
〜
10
月
▼
課
題　

契
約
、
金
融
商
品
、
く
ら
し
等

に
つ
い
て
※
テ
キ
ス
ト
は
「
く

ら
し
の
豆
知
識
２
０
０
７
」。

提
出
課
題
は
添
削
し
て
返
送
▼

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の

生
活
を
支
援
す
る
サ
ポ
ー
ト
ス

タ
ッ
フ
を
養
成
す
る
ス
ク
ー
ル

で
す
。
校
外
活
動
・
夏
祭
り
な

ど
の
実
習
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
の
心
構
え
な
ど
の
レ
ク

ふ
れ
あ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ク
ー
ル

消
費
生
活
講
座
（
通
信
）

対
象　

県
内
在
住
・
在
勤
の
方

先
着
３
０
０
名
▼
受
講
料　

無

料
※
テ
キ
ス
ト
代
・
郵
送
料
等

は
自
己
負
担
▼
申
込
方
法　

は

が
き
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号

を
記
入
し
、
６
月
８
日
（
金
）

ま
で
に
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

県
南
地
方

総
合
事
務
所
県
民
生
活
課　

〒

３
０
０
―
０
０
５
１　

土
浦
市

真
鍋
５
―
17
―
26　

☎
０
２
９

―
８
２
２
―
７
０
３
８

▼
期
日
・
内
容　

５
月
23
日（
水
）

〜
25
日
（
金
）W

ord

２
０
０

２
基
礎
／
６
月
18
日
（
月
）
〜

20
日
（
水
）W

ord

２
０
０
２

応
用
／
６
月
６
日
（
水
）
〜
８

日
（
金
）Excel

２
０
０
２
基

礎
／
７
月
４
日
（
水
）
〜
６
日

（
金
）Excel

２
０
０
２
応
用

▼
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４

時
▼
定
員　

各
20
名
※
申
込
先

着
順
▼
受
講
料　

各
２
９
０
０

円
▼
申
込
方
法　

受
講
願
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
講
料

を
添
え
て
申
し
込
む

▼
会
場
・
申
込
・
問
合
先　

県

立
古
河
産
業
技
術
専
門
学
院

古
河
市
諸
川
１
８
４
４　

☎
０

２
８
０
―
76
―
０
０
４
９

　現在は高齢化社会となり、皆さんの身近でも認
知症の方がトラブルに巻き込まれるようなことが
あります。これらのトラブルを解消するため、い
ろいろな制度が整備されていますが、手続方法等
が複雑と思われているせいか、制度が有効に活用
されていません。
　今後、身近なところでも広がりつつある認知症
の対応等について学習することによって、これか
らの生活の知恵となるよう次の講座を開催します。
▶対象
　•市内在住の 50 歳以上の健康な方
　•市内在住の認知症の方を介護している方
▶定員　25 名程度
▶受講料　無料
▶ 申込方法　電話で申し込む
▶申込・問合先　市役所介護福祉課　内線 174・175

高齢者権利擁護に関する講座
　～認知症になっても
　　　　　安心して生活するために～

講 座 日 程

期　日 内　　　　容

５月 19 日
（土）

開校式：オリエンテーション
権利擁護担当者による講義
地域福祉権利擁護事業について

６月２日
（土）

社会福祉士による講義
成年後見制度の利用方法について

６月９日
（土）

司法書士による講義
成年後見制度の活用方法について

６月 16 日
（土）

弁護士による講義
成年後見制度に関する法律等について
閉校式

▶時　間　10：00 ～ 12：00
▶会　場　いきいきプラザ・げんき館
※日程は講師都合により変更することがあります
※下半期に再度開催予定
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ヘルシー保健師だより　vol.２

●問合先　保健センター ☎48-6000

メタボリックシンドローム（その２）

あなたの体は大丈夫？

　自転車は、道路交通法で軽車両として扱われ、
ルールを守らなければ交通違反となります。全交
通事故に占める自転車事故の割合は、件数で20％、
死者数で16％と高く、とても身近で危険な問題です。
◆自転車は「車両」です
　自転車はあくまでも自動車と同じ ｢ 車両 ｣ の一
種ですから、自転車通行可の歩道を走る場合は、
歩行者の通行を優先させ、一時停止しなければな
りません。
　法律では、自転車が歩行者の
通行を妨害する違反に対し、２
万円以下の罰金又は科料の罰則
を定めています。特に、高齢者
や障害のある方、小さな子どもを連れた方の側を
通行するときは、まずスピードを落としましょう。
◆自転車も「車」並みの責任が問われます
　法律では、例えば信号無視・一時不停止の違反
に対し、３か月以下の懲役又は５万円以下の罰金
を定めています。近隣の市では、自転車が歩行者
に衝突し歩行者が死亡する事故が発生しています。
多額の賠償金を支払う義務が生じることもあります。
◆無灯火は特に危険です
　法律では、夜間の無灯火の違反に対し、５万円
以下の罰金を定めています。ライトを点けると、
前がよく見えるだけでなく、
歩いている人や車を運転し
ている人からもよく分かり
ます。特に夜間は、反射材
を併用することが効果的です。
◆ 自転車で「車道」を通るときは、車道の左端に
沿って通行します

　法律では、これに違反した場合、３か月以下の
懲役又は５万円以下の罰金を定めています。

◆他にも法律では次のように定められています
• 並列進行（２列進行）の違反に対し、２万円以

下の罰金又は科料
• ２人乗りの違反に対し、２万円以下の罰金又は

科料

自転車は環境にもやさしい便利な乗り物です。

ルールを守って楽しく乗りましょう。

５月は自転車月間です

正しく安全に乗りましょう！
●問合先　市役所くらしの支援課交通・防犯Ｇ
　　　　　内線134・135

　前回は、「こんな人がメタボリックシンドロー
ムに該当します」というお話をしました。今回の
テーマは「なぜ肥満（内臓脂肪）が悪い？」です。

■肥満のタイプ

　内臓の周りに脂肪が多くたまる内臓脂肪型（り
んご型肥満）と、下腹部・腰まわり・太もも・お
尻の皮下に脂肪が多くたまる皮下脂肪型（洋なし
型肥満）があります。
　メタボリックで問題となるのは、「内臓脂肪」
です。内臓脂肪は、特に中年の男性にたまりやす
い傾向があります。女性には、皮下脂肪タイプが
多いのですが、閉経後は内臓に脂肪がたまりやす
くなるため注意が必要です。

■肥満のメカニズム

　食べたり飲んだりした食物などの栄養と、体を
動かすエネルギーのバランスがとれず、「過栄養」
や「運動不足」などで、余分な栄養が体内で中性
脂肪となります。
　肥満のメカニズムは、太った中性脂肪が増殖し、
皮下脂肪と内臓脂肪の両方に蓄積されます。

■内臓脂肪がたまると…

　脂肪細胞からは、体にとって善玉の物質や悪玉
の物質を分泌しています。内臓脂肪がたまると、
悪玉物質の働きが強くなります。そのため、以下
のようなことが起こります。
① インスリンの働きを低下させ血糖値を上げる

②  善玉コレステロールの量を減らすので、血液

中の脂質異常が起こる

③ 血管を収縮させるので血圧値が上がる

④  ①～③が重なりあって、動脈硬化を進行させ

る
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国
金
民

年
●問合先
　土浦社会保険事務所　☎029-824-7169（請求手続・相談に関すること）
　 ☎ 029-824-7121（資格・納付・免除に関すること）
　市役所国保年金課保険年金G　内線105・106・108

■付加年金
　第１号被保険者は、定額の保険料に月額 400 円
を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年
金に付加年金が加算されます。
　付加年金額（年額）＝200円× 付加保険料
　　　　　　　　　　　　　　　    納付月数
※ 国民年金基金に加入している方は、付加保険料

を納めることはできません
■寡婦年金
　第１号被保険者としての保険料納付済期間と免
除期間を合わせて 25 年以上ある夫が、年金を受
けることなく亡くなった場合、10 年以上婚姻関
係のあった妻に、60 歳から 65 歳になるまで支給
されます。

　寡婦年金額＝夫が受けられるはず
　　　　　　　だった老齢基礎年金×４分の３

※ 亡くなった夫が、障害（基礎）年金又は老齢基
礎年金を受けていた場合は支給されません。ま
た夫が亡くなった当
時、妻が老齢基礎年
金の繰上げ支給を受
けている場合も支給
されません

■■■ 国民年金の独自給付について ■■■
　国民年金には、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金以外にも、第１号被保険者としての期

間を対象とした独自の給付があります。

　第１号被保険者とは、国内に住所がある農業・自営業・学生などの方、又は勤めていても厚生年金

保険や共済組合に加入できない方が加入する国民年金加入者です。

■死亡一時金
　第１号被保険者として保険料を３年以上納めた
方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡
くなった場合、その遺族に支給されます。
　遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、
死亡一時金は支給されません。
　寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合
は、選択によりどちらか一方が支給されます。
　付加保険料を 36 か月以上納付した場合は、下
記金額に 8,500 円が加算されます。

死亡一時金の額
保険料納付済期間 金　　額

 36 月以上 180 月未満 1 2 0 , 0 0 0 円
180 月以上 240 月未満 1 4 5 , 0 0 0 円
240 月以上 300 月未満 1 7 0 , 0 0 0 円
300 月以上 360 月未満 2 2 0 , 0 0 0 円
360 月以上 420 月未満 2 7 0 , 0 0 0 円

420 月以上 3 2 0 , 0 0 0 円
　死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡
した人と生計を同じにしていた配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹（受ける人の順位）です。
■短期在留外国人の脱退一時金
　日本に住む外国人は、日本の国民年金に加入す
ることが義務付けられていますが、老齢基礎年金
の受給資格要件を満たすことなく帰国する短期在
留の外国人も多くいます。このため、下記の要件
のすべてを満たした人が、外国に移住又は帰国し
た場合、本人からの請求により脱退一時金が支給
されます。
●日本国籍がないこと
●日本国内に住所を有しないこと
● 国民年金第１号被保険者として保険料を納めた

月数が６か月以上あること
●障害基礎年金などの受給権を有したことがないこと
●出国してから２年を経過してないこと

あなたとつながる「ねんきんダイヤル」

年金請求などの相談は ☎ 0570-05-1
イイロウゴ 

165
年金を受けている方は ☎ 0570-07-1

イイロウゴ 

165
●受付時間
　8：30 ～ 17：15（土・日曜日及び祝日を除く）
　 一般の固定電話からは、市内通話料金でご

利用いただけます。

国民年金の独自給付について
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　子育て支援センターねっこでは、食生活と子どもの育ちに関する講演会を開催します。子どもの成
長に大切な食生活について、皆さんで一緒に考えてみませんか？　託児もありますので、お気軽にご
参加ください。
●日　　時　　６月 20 日（水）午前 10 時～ 11 時 30 分　※受付：午前９時 30 分～
●会　　場　　まつやま保育園　新ホール
　　　　　　※駐車場に限りがありますので、できる限り公共交通手段をご利用ください
●対　　象　　どなたでも　50 名
●参 加 費　　無料
　　　　　　※ 託児の方の持参品（名前を記入）：託児料 500 円、くつを入れる袋、着替え、帽子、名札、

おやつ（おせんべい）、汚れ物入れ袋
●申込方法　　 参加者氏名、電話・ＦＡＸ番号、託児の有無（託児の子の氏名・年齢）、交通手段を記入し、

５月 24 日（木）以降にＦＡＸ・メール・電話で申し込む
●申込・問合先
　　　　　　　子育て支援センターねっこ（まつやま保育園）
　　　　　　　☎ 45-8828（月～金 10：00 ～ 16：00）　 45-7193　 yamayuri@luck.ocn.ne.jp

　茨城県保健所（現・保健センター）栄養士、乳業メーカー栄養士を経て、
1978 年にクッキングスクールネモトを立ち上げ、以降、料理教室を運営。地元
に根付いた古来の食文化が失われることへの危機感を持ち始め、日本の食文化
の歴史や伝統、食べ物と身体の関係をテーマに研究を進め、食に対する独自の
考え方を開拓している。

講師紹介

講師：根
ねもと

本 悦
えつこ

子氏

　市では、地域子育て支援センター事業として、市内４か所で子育
て広場事業を行っています。今回は、夢っ子ひろば事業の「子育て
広場ほくえん」と「出前広場」を紹介します。

★子育て広場ほくえん　10:00～ 15:00

　北園保育所集会室にて開催。月曜日と水曜日は
未就園のお子さんと保護者の方ならどなたでも。
金曜日は０～ 1 歳６か月の低年齢お子さんの集い
の日になっています。
　パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん、外
国の方々など、たくさ
んの親子が楽しく集っ
ています。ランチルー
ムもありますので、お
弁当持参で遊びに来て
くださいね。

★出前広場

　各公民館のホールやお部屋におもちゃを用意し
て、広場を開催しています。歌ったり踊ったり親

子で触れ合って楽しい時間を過ごしましょう。
▼出前広場中央（中央公民館）
　大広間　　第１月　10：00 ～ 14：00
▼出前広場高野（高野公民館）
　ホール　　第２月　10：00 ～ 14：00
　集会室１　第４金　10：00 ～ 12：00
▼出前広場北守谷（北守谷公民館）
　会議室１　第１金　10：00 ～ 12：00
　ホール　　第４月　10：00 ～ 14：00
▼ 出前広場久保ケ丘
（文化会館）

　会議室　第３金
　10：00 ～ 12：00

子育て
支援情報

ねっこ講演会開催

食生活と子どもの育ちについて食生活と子どもの育ちについて

子育て広場紹介
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夢っ子ひろば（子育て支援センター・夢っ子ひろば　☎ 45-2462）
ほ　子育て広場ほくえん（北園保育所集会所）10:00～15:00
み　子育て広場みずきの（郷州小学校）10:00～15:00
お　子育て広場おおがしわ（大柏生活改善センター）10:00～15:00
ま　子育て広場まなびの里（もりや学びの里）10:00～15:00
中　出前広場中央（中央公民館）10:00～12:00
高　出前広場高野（高野公民館）10:00～12:00（金）・14:00（月）
久　出前広場久保ケ丘（文化会館）10:00～12:00
北　出前広場北守谷（北守谷公民館）10:00～12:00（金）・14:00（月）
リ　リトミック10:00～ /11:00～　★要予約
ク　夢っ子クッキング10:00～12:00　★要予約
ポ　ぽかぽか子育て教室10:00～12:00　★事前に問合せ

ねっこ（まつやま保育園　☎ 45-8828）
ね　ねっこ（親子活動）　9:30～　★要予約
　　※ねっこタウン 10:00～11:30　★要予約

アビエス（わかばのもり保育園　☎48-1735）
ア　アビエス（親子活動）　10:30～　★要予約

児童館（☎ 45-2278） 
楽　親子で楽しもう（親子活動）　11:00～ 11:40

保健センター（☎ 48-6000） 
保　保健センター事業
健　健康診査

１金 ほ ０～１歳６か月　ま　北
４月 ほ　み　中　保 子育て教室
５火 リ １・２歳～　ね 楽 ２歳～　み　ま
６水 ま ０～１歳６か月　ほ　お　健 ３～４か月

７木 ね ねっこタウン（立沢公園）　ア ２歳～　
楽 １歳　お　ま

８金 ほ ０～１歳６か月　ま　健 １歳６か月
11月 ほ　み　高　保 ポリオ
12火 ね １歳　楽 ２歳～　み　ま　保 ポリオ

13水 ま ０～１歳６か月　ク　ほ　お　ま　
健 ３～４か月

14木 ア 楽 １歳　お　ま
15 金 ほ ０～１歳６か月　ま　久　健 １歳６か月
18月 ほ 正午～　ポ　み
19 火 楽 ２歳～　み　ま
20 水 ま ０～１歳６か月　ね 講演会　ほ　お
21 木 ア ６～ 11か月　楽 １歳　お　ま

22 金 ほ ０～１歳６か月　ま　高
夢 ね ア ７月分予約開始 10:00 ～

25月 ほ　み　北　保 離乳食教室（初期）
26火 ね ０歳　楽 ２歳～　み　ま　保 ＢＣＧ
27水 ま ０～１歳６か月　ほ　お

28 木 ア ４～６月生まれ　楽 １歳
お ま 12:00 まで

30土 夢っ子まつり（常総運動公園 10:00 ～ 13:00）

　親子で触れ合ったり、ゲームや歌を楽しめる第
３回夢っ子まつりを開催します。今年も、ゲーム・
工作コーナー、夢っ子スタッフによるお楽しみタ
イムなど愉快なことが盛りだくさん。
　パパ・ママ、家族みんな、お友達も誘い合って
一緒に楽しみましょう。自由参加です（予約不要）。
▶日　時　６月 30 日（土）午前 10 時～午後１時
▶会　場　常総運動公園（体育館）
▶対　象　市内在住の就学前のお子さんと保護者
▶内　容　ゲームコーナー、作ってあそぼうコーナー、
　　　　　一緒にあそぼう “ お楽しみタイム ”
▶問合先　地域子育て支援センター夢っ子ひろば
　　　　　（支援センター事務局）
　　　　　☎ 45-2462　守谷市野木崎 1947-2

家庭児童相談室
（市役所内） 月～金　8:30 ～ 17:00　☎ 45-2314

保健センター 月～金　随時　☎ 48-6000

夢っ子ひろば

月～金　10:00 ～ 16:00　
各ひろばにて随時
メール相談随時 
kosodate@city.moriya.ibaraki.jp

ねっこ
まつやま保育園

月～金　10:00 ～ 16:00　☎ 45-8828
メール相談随時 yamayuri@luck.ocn.ne.jp

アビエス
わかばのもり保育園

月～金　10:00 ～ 16:00　☎ 48-1735
メール相談随時
http://www.citydo.com/sp/0297-48-1735

北園保育所 ☎48-4897　☎ 45-1160

土塔中央保育所 ☎48-1876

■虐待相談窓口
　市役所児童福祉課　月～金　8：30 ～ 17：15
　　　　　　　　　　☎ 45-1111　内線 157

���������������������� 開催

子育て支 援 情

一緒に遊ぼう　夢っ子まつり

報

■育児相談
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守谷市民活動支援センター守谷市民活動支援センター

市民活動  サロン市民活動  サロン市民活動  サロン
守谷市民活動支援センター

   問合先　守谷市民活動支援センター　 　  46-3370
 開館時間　午前９時～午後４時
 休館日　日・月曜日、年末年始（左記以外の祝日は開館）

●

自分にできるボランティアを見つけてみませんか

＜守谷市での活動事例＞
峰林荘デイサービス手伝い 「もりや社協だより」広報「じょうそう」音訳

げんき館でのボランティア 「広報もりや」「市議会だより」茨城新聞「いばらき春秋」
音訳

福祉施設手助け 点訳図書作成・時刻表点訳
出前サロン活動援助 出前サロン朗読訪問
障害者の自立支援 老人福祉施設訪問演奏会
障害者・高齢者の生活支援サービス 福祉センター「ひこうせん」利用者への演奏活動
障害者の家族の相談 手話の勉強会、聴覚障害者との交流
精神障害者の居場所づくり（サロン開設） 交通安全マスコット配布
買い物支援、移送介助サービス 福祉マップ作成
保育援助 健康ふくしまつり開催
家事援助、話し相手 地域活動支援センター運営
健康・医療市民講座 　

　身近な暮らしの中に、ボランティアはあふれています。「何をやることが好きか」「何をやったら楽
しいか」を考えてみませんか。ボランティア活動の活動分野はさまざまで、ＮＰＯ法では 17 分野あり、
各団体の活動も一つの分野だけに留まらず多方面にわたっているのが現状です。
　ボランティア活動を始めたいけれど、どんな活動があるのか…分野別に（保健・医療・福祉、社会教育、
地域活動、環境）活動を紹介していきます。

ボランティア活動分野別紹介　◆第1回　保健、医療・福祉◆
　福祉分野のボランティア活動とは、高齢者や障害者、生活課題を抱える人への支援などの活動のこ
とです。

＜守谷市民活動支援センター登録活動団体・個人（平成19年3月末）＞
常総老いと生いを考える会 朗読ボランティア　コスモス
点訳サークル　きつつき 守谷ファンキーブラス
守谷市女性団体連絡協議会 守谷・地域で生きる会
手話サークルトィンクル 守谷市ボランティア協会
特定非営利活動法人　び・すけっと 音訳ボランティア　かっこう
特定非営利活動法人　福祉の会　ねこのて 守谷女性セミナー連絡協議会
特定非営利活動法人　おむすび 個人活動
特定非営利活動法人　ナルク　みらい 白ゆり会
特定非営利活動法人　市民のための健康・医療ネット
ワーク守谷支部

清和クラブ
特定非営利活動法人　なごみ

「パソ・ボラ守谷」主催パソコン講習会に参加しませんか？
開　催　日 午後 1時～ 3時 午後 3時～ 4 時

 5 月 6 日㈰  5 月 13 日㈰ ワード 名刺・案内状作成 ＜個別サポート＞
ホームページ作成
会計ソフト入門
インターネット
メール・その他
パソコン全般

 6 月 3 日㈰  6 月 10 日㈰ エクセル　表の作成
 7 月 1 日㈰  7 月 8 日㈰ エクセル 家計簿・住所録
 8 月 5 日㈰  8 月 12 日㈰ ワード　文書作成・図の挿入
 9 月 2 日㈰  9 月 9 日㈰ ワード 名刺・案内状作成
 10 月 7 日㈰  10 月 14 日㈰ エクセル 表の作成・グラフ
 11 月 4 日㈰  11 月 11 日㈰ エクセル 家計簿・住所録
 12 月２日㈰  12 月 9 日㈰ 年賀状その他
 1 月 6 日㈰  1 月 13 日㈰

個別サポート 2 月 3 日㈰  2 月 10 日㈰
 3 月２日㈰  3 月 9 日㈰

▼会　　　 場　もりや学びの里　和室１
※ 夏休み期間中及び 12 月の開催日時は変更に

なることがあります
※ 左記講習会以外にも市民の方及び商店・企業

向けに個別サポートがあります（ワード・エ
クセル・見積書・会計ソフト・その他ビジネ
スソフトのサポート）

▼申込・問合先　パソ・ボラ守谷事務局　市村
　☎ 45-3877　携帯☎ 090-7715-4048

（留守番電話に名前・電話番号などを録音して
ください）
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来
日
し
て
、
ド
イ
ツ
は
美お

い味

し
い
ソ
ー
セ
ー
ジ
や
サ
ッ
カ
ー

以
外
に
、
厳
し
い
環
境
法
律
で

有
名
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
今
回
は
、
ド
イ
ツ
の
環
境

法
律
を
少
し
調
べ
て
み
ま
し
た
。

☆
温
暖
化
防
止

　

ド
イ
ツ
政
府
は
、
京
都
議
定

書
に
定
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
の

国
際
的
な
排
出
削
減
義
務
に
努

め
て
い
ま
す
。
環
境
税
制
改
革

で
は
、
段
階
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
も
引
き
上
げ
ま
す
。
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
、コ
・
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

☆
大
気
汚
染
防
止

　

フ
ィ
ル
タ
ー
、
触
媒
装
置
な

ど
の
政
策
が
あ
り
ま
す
。
発
電

事
業
、
産
業
に
厳
し
い
義
務
付

け
で
す
。

☆
原
子
力

　

ド
イ
ツ
政
府
は
、
原
子
力

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
撤
退
を
決
定
。

2
0
3
0
年
ま
で
に
、
地
下
深

層
に
1
か
所
の
み
設
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

☆
廃
棄
物

　

廃
棄
物
法
に
従
っ
て
、
廃
棄

物
を
出
さ
な
い
こ
と
が
最
優

先
課
題
。
製
造
者
の
製
造
責
任

が
規
定
さ
れ
、
再
利
用
で
き
な

い
場
合
は
、
環
境
に
配
慮
し
た

形
で
処
理
し
ま
す
（
廃
棄
物
焼

却
施
設
か
ら
の
排
出
物
質
に
対

し
て
の
厳
し
い
規
制
も
あ
り
ま

す
）。
個
人
に
は
、
紙
・
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
・
残
ゴ
ミ
・
ガ
ラ
ス
・

金
属
と
有
機
体
ゴ
ミ
の
分
別
が

あ
り
ま
す
。
守
谷
市
で
は
、
燃

や
せ
る
・
燃
や
せ
な
い
ゴ
ミ
や

紙
類
の
日
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
ね
。
ド
イ
ツ
で
は
、
町
の
い

く
つ
か
の
所
に
、
大
き
い
コ
ン

テ
ナ
が
置
い
て
あ
り
、
い
つ

で
も
特
別
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
ま

す
。
残
ゴ
ミ
だ
け
は
、
決
め
ら

れ
た
日
に
、
特
別
な
ゴ
ミ
箱
で

出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

☆ 

使
い
捨
て
飲
料
容
器
の
デ
ポ

ジ
ッ
ト
制

　

ガ
ラ
ス
、
ア
ル
ミ
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
使
い
捨
て
容
器

に
入
っ
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー

タ
ー
、
ビ
ー
ル
、
炭
酸
清
涼
飲

料
に
は
25
セ
ン
ト
の
預
託
金
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
廃
棄
物
回
避
や
大
気

汚
染
防
止
の
意
識
で
育
っ
た
ド

イ
ツ
人
の
私
は
、
日
本
で
不
思

議
な
こ
と
を
見
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
日
本
人
は
何
で
も
心
を

込
め
て
包
む
こ
と
で
す
（
ゴ
ミ

に
な
っ
て
大
変
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
?
）。
し
か
し
、
最

近
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、
日

本
は
環
境
標
準
に
対
し
て
上

位
。
日
本
の
環
境
法
や
皆
さ
ん

の
活
動
を
、
は
が
き
な
ど
で
教

え
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
か
ら

の
お
便
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
（
抽
選
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
送

り
ま
す
）。

▼
日
時　

6
月
27
日
（
水
）
午

前
10
時
〜
午
後
1
時
▼
会
場　

郷
州
公
民
館
▼
対
象　

市
内
在

住
・
在
勤
の
方
20
名
※
超
過
の

場
合
抽
選
▼
参
加
費　

1
0
0

0
円
程
度
▼
申
込
期
限　

6
月

8
日
（
金
）

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
く

ら
し
の
支
援
課
活
動
支
援
G 

内
線
1
3
3

　

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
だ

れ
も
が
い
き
い
き
と
輝
け
る

社
会
。
そ
ん
な
社
会
の
実
現
に

向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
を
、
市
民
グ

ル
ー
プ
の
皆
さ
ん
と
市
が
協
働

し
て
開
催
し
ま
す
。

　

そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
企
画
か

ら
当
日
の
運
営
ま
で
、「
パ
ー

ト
ナ
ー
」
と
し
て
協
力
し
て
い

た
だ
け
る
グ
ル
ー
プ
を
募
集
し

ま
す
。
皆
さ
ん
の
斬
新
な
ア
イ

デ
ィ
ア
や
ノ
ウ
ハ
ウ
で
、
セ
ミ

ナ
ー
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

　

こ
ん
な
グ
ル
ー
プ
を

　
　
　
　
　

募
集
し
ま
す
！

＊ 

市
民
活
動
や
子
育
て
な
ど
男

女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
連

す
る
、
や
っ
て
み
た
い
イ
ベ

ン
ト
案
が
あ
る

＊ 

自
分
た
ち
で
勉
強
会
を
し
た

い
け
れ
ど
、き
っ
か
け
が
な
い

＊ 

せ
っ
か
く
企
画
す
る
な
ら
、

た
く
さ
ん
の
人
に
参
加
し
て

も
ら
い
た
い
な
ど

▼ 

応
募
資
格
・
条
件　

● 
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
を
中
心
と
す
る
２
名
以
上

の
グ
ル
ー
プ

● 

無
償
で
ご
協
力
い
た
だ
け
る

グ
ル
ー
プ

● 

政
治
・
宗
教
及
び
営
利
を
目

的
と
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ

▼
募
集
数　

１
グ
ル
ー
プ

※
応
募
多
数
の
場
合
選
考

▼
開
催
時
期　

11
月

▼
開
催
規
模　

40
人
程
度

▼ 

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
用

紙
（
申
込
先
、
中
央
・
郷

州
・
高
野
・
北
守
谷
の
各
公

民
館
、
仲
町
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
市
民
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
に
用
意
）
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

郵
送
又
は
窓
口
で
６
月
８
日

（
金
）
ま
で
に
申
し
込
む

※
郵
送
の
場
合
必
着

▼ 

申
込
・
問
合
先　

市
役
所
く

ら
し
の
支
援
課
男
女
共
同
参

画
Ｇ　

内
線
１
３
３　

45
―
６
５
２
６

だ
れ
も
が
い
き
い
き
と
輝
け
る
ま
ち
を
目
指
し
て

　
　
　

ハ
ー
モ
ニ
ー
セ
ミ
ナ
ー

パ
ー
ト
ナ
ー
募
集
！

男
女
共
同
参
画
コ
ラ
ム

ドイツ人の環境意識

国際交流員
　リッヒターさんの

MORIYA
滞在記

MORIYA
滞在記

 

リ
ッ
ち
ゃ
ん
の
料
理
教
室

　

〜
夏
の
料
理
〜

 

リ
ッ
ち
ゃ
ん
の
料
理
教
室

　

〜
夏
の
料
理
〜



小
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

真
夏
の
熱
闘

市
民
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
大
会

さ
わ
や
か
な
汗
を
流
そ
う

市
民
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

守
谷
市
文
化
協
会
園
芸
部

菊
友
会
か
ら

菊
苗
配
布
の
お
知
ら
せ

～
育
て
て
み
ま
せ
ん
か
。

秋
空
に
映
え
る
美
し
い
菊
を
～

５
月
20
日
（
日
）

郷
州
公
民
館
図
書
室

休
室
の
お
知
ら
せ

常
総
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

16
ミ
リ
映
写
機
操
作
講

習
会
・
ビ
デ
オ
編
集
講

座
の
開
催

16
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常
総
広
域
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
で
は
、
市
民
の
方
々
に
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
16
ミ

リ
フ
ィ
ル
ム
や
ビ
デ
オ
テ
ー

プ
、
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

等
の
無
料
貸
出
し
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
機
材
を
有
効
に
活

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
ビ
デ

オ
編
集
講
座
等
を
実
施
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●　

ミ
リ
映
写
機
講
習
会

▼
日
時　

６
月
10
日
（
日
）
午

後
０
時
45
分
受
付
開
始
▼
対
象

常
総
広
域
圏
内
在
住
・
在
勤
の

高
校
生
以
上
の
方
30
名
※
超
過

の
場
合
抽
選
▼
講
師　

野の

で手

久ひ
さ
ゆ
き之

氏
▼
申
込
期
限　

６
月
４

日
（
月
）

●
ビ
デ
オ
編
集
講
座

▼
内
容　

パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
画

像
や
タ
イ
ト
ル
・
音
声
等
の
編

集
▼
日
時　

６
月
17
日
（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
４
時
▼
対
象

常
総
広
域
圏
内
に
在
勤
・
在
住

の
方
15
名
※
学
生
は
除
く
▼
講

師　

室む
ろ
ふ
し伏

隆た
か
ゆ
き幸

氏
、
鈴す

ず
き木

正ま
さ
み巳

氏
▼
申
込
期
限　

５
月
31
日

（
木
）

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
方
法　

電
話
又
は
窓
口

で
申
し
込
む

▼
会
場
・
申
込
・
問
合
先　

常

総
地
方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合　

☎
48
―
２
３
３
９

▼
日
時　

８
月
５
日
（
日
）
※

予
備
日
８
月
12
日
（
日
）
▼
会

場　

常
総
運
動
公
園
▼
ル
ー
ル

参
加
チ
ー
ム
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ

ン
ト
戦
１
試
合
５
回
戦
※
時
間

制
限
１
時
間
▼
応
募
資
格　

市

内
の
小
学
生
で
結
成
さ
れ
た

チ
ー
ム
※
女
子
の
参
加
可
、
１

チ
ー
ム
の
選
手
登
録
は
15
名
ま

で
、
監
督
は
必
ず
大
人
で
あ
る

こ
と
▼
主
催　

守
谷
市
教
育
委

員
会
▼
協
力　

守
谷
市
体
育
協

会
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
▼
申
込
方

法　

申
込
用
紙
（
申
込
先
、
各

小
学
校
、
各
公
民
館
、
中
央
図

書
館
、
文
化
会
館
に
用
意
）
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月
６

日
（
金
）
ま
で
に
窓
口
又
は
郵

送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
生

涯
学
習
課
生
涯
学
習
Ｇ　

内
線

２
７
２　

45
―
５
７
０
３

▼
日
時　

６
月
17
日
（
日
）
午

前
９
時
30
分
～
※
午
前
９
時
集

合
▼
会
場　

常
総
運
動
公
園

総
合
体
育
館
▼
対
象　

市
内

在
住
・
在
勤
・
在
学
の
小
学
生

以
上
の
方
▼
競
技
方
法　

男
女

別
ダ
ブ
ル
ス
・
５
部
制
に
よ
る

リ
ー
グ
戦
及
び
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

方
式
／
ラ
リ
ー
ポ
イ
ン
ト
適
用

▼
部
門　

１
部
上
級
者
／
２
部

中
級
者
／
３
部
初
級
者
／
４
部

小
学
５
・
６
年
生
／
５
部
小
学

１
～
４
年
生
※
保
護
者
が
審
判

を
行
う
。
申
込
人
数
に
よ
り
部

門
変
更
あ
り
▼
参
加
費　

１
部

～
３
部　

１
ペ
ア
２
０
０
０

円
／
４
部
～
５
部　

１
ペ
ア

１
０
０
０
円
▼
主
催　

守
谷
市

教
育
委
員
会
、
守
谷
市
体
育
協

会
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
連
盟
▼
申
込

方
法　

６
月
７
日
（
木
）
ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
、
窓
口
で

申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
生

涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
Ｇ　

内
線

２
７
８

　

大
会
に
参
加
し
て
、
日
ご
ろ

の
練
習
成
果
を
発
揮
し
ま
せ
ん

か
？　

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

▼
日
時　

６
月
24
日
（
日
）
午

前
９
時
30
分
～
※
午
前
９
時
集

合
▼
会
場　

常
総
運
動
公
園
体

育
館
▼
対
象　

市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
者
で
構
成
さ
れ
た
９

人
制
男
女
混
合
チ
ー
ム
及
び
守

谷
市
学
校
体
育
施
設
開
放
使
用

団
体
登
録
チ
ー
ム
※
中
学
生

参
加
可
▼
競
技
方
法　

選
手

12
名
、
監
督
、
チ
ー
ム
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
計
15
名
以
下
の
男
女
混

合
チ
ー
ム
※
選
手
は
女
性
６

名
以
上
（
女
性
だ
け
で
も
可
）

で
、
試
合
中
は
常
時
女
性
が
６

名
以
上
出
場
し
て
い
る
こ
と
/

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
３
セ
ッ
ト

制
/
ネ
ッ
ト
の
高
さ
２
０
５
cm	

４
号
球
使
用
▼
代
表
者
会
議　

６
月
15
日
（
金
）
午
後
７
時

30
分
か
ら
市
役
所
大
会
議
室
で

開
催
※
参
加
チ
ー
ム
の
代
表
者

は
、
必
ず
出
席
す
る
こ
と
▼
参

加
費　

１
チ
ー
ム
３
０
０
０
円

※
代
表
者
会
議
で
徴
収
▼
申
込

方
法　

６
月
７
日
（
木
）
ま
で

に
、
窓
口
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
生

涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
Ｇ　

内
線

２
７
８

▼
第
１
回
盆
養
菊　

５
月
27

日
（
日
）
午
前
10
時
～
11
時
▼

第
２
回
だ
る
ま
苗　

７
月
１
日

（
日
）
午
前
10
時
～
11
時
▼
場

所　

中
央
公
民
館
駐
輪
場

▼
問
合
先　

守
谷
市
文
化
協

会
園
芸
部
会　

高
橋
☎
48
―

２
５
２
５

　

５
月
20
日
（
日
）
に
、
第
14

回
郷
州
公
民
館
ま
つ
り
が
開
催

さ
れ
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
図
書
室
を
休
室
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。



もりや夢の舞と響もりや夢の舞と響

参加サークル（予定）
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　守谷市文化協会芸能部会と音楽部会の先生方
（指導者）の公演で ､日本の伝統文化である舞
踊・民謡などやギターや声楽のすばらしい音楽
に触れる機会の提供を図るために実施するもの
です。
　ぜひご来場いただき、夢のような舞と響きを
ご鑑賞ください。

●日 時	 ６月３日（日）
	 	 開場：午後０時 30 分
	 	 開演：午後１時
●会 場	 中央公民館ホール
●入場料	 無料（お気軽にご来場ください）
●共　催	 守谷市文化協会・守谷市教育委員会
●問合先	 市役所生涯学習課公民館Ｇ
	 	 内線 274
●出 演
　舞 踊：若

わかやぎ

柳秀
ひでじゅ

寿（伊
い と う

藤秀
ひ で こ

子）、花
はなやぎ

柳茂
しげひこ

彦
（田

たなか

中　昇
のぼる

）

藤
ふ じ ま

間勘
か ん ろ

呂次
じ

（井
いのうえ

上京
きょうこ

子）、壽
ことぶき

　小
こ ふ じ

藤
（岡

おかだ

田クニ子
こ

）、若
わかやぎ

柳秀
ひでか

香（入
いりえ

江かおり）、
花
はなやぎ

柳欣
きん

寿
す み え

美英（高
たかうら

浦はるみ）
筝 曲：樋

ひぐ ち

口雅
がれいよう

礼瑤（樋
ひ ぐ ち

口身
み ち こ

知子）、橘
たちばな

みどり
（三

み の わ

野輪みどり）
尺 八：廣

ひろべ

部竹
ちくえい

影（廣
ひろべ

部　勇
いさむ

）
民 謡：根

ねもと

本貴
きしょう

聳（根
ねもと

本喜
きよ し

好）、中
なかじま

島昭
しょうび

美（中
なかじま

島
昭
しょうじ

二）
ギター：荻

おぎつ

津節
せつお

男
声 楽：伊

いとう

藤次
つぎこ

子、宇
うざわ

澤和
かずえ

恵、横
よこせ

瀬公
きみこ

子

●期　　間　Ⅰ期　６月 11 日（月）～ 17 日（日）
　　　　　　Ⅱ期　６月 19 日（火）～ 24 日（日）
　　　　　　	午前９時～午後５時（17 日は午

後２時まで、24 日は午後３時ま
で）

　◆Ⅰ期
一彩会（日本画）、守谷拓本表装同好会（拓本）、
泉水墨画サークル（水墨画）、俳画クラブ（俳
画）、アトリエ絵我楽・アトリエキャンバス（洋
画）、絵画個人（洋画）、のばら（染色）、陶芸
８団体

●会 場　中央公民館
●共 催　守谷市文化協会・守谷市教育委員会
●問 合 先　市役所生涯学習課公民館Ｇ
	 内線 274

　◆Ⅱ期
クラブイーゼル・パレット（洋画）・守谷フォ
トクラブ・ＳＨＡＲＡＫＵ・フォトサークル
悠遊・写友ふれあい（写真）・書道個人、陶芸
９団体



プリザーブドフラワー講座

文化協会　「茶道講座」
お茶は生活を豊かにしてくれます　始めてみませんか

プリザーブドフラワー講座
枯れない魔法の花をいっしょに作ってみませんか

文化協会　「拓本 ・表装講座」参加者募集
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文化協会　「拓本 ・表装講座」参加者募集
　～句碑・歌碑などの採拓及び表装の技術の習得して豊かな人生を～

回 日　　時 内　　容 回 日　　時 内　　容

１ 7 ／ 7 日（土）
9：00 ～ 12：00

開講式、拓本・表装の知識、
用具の説明、タンポの作成
中央公民館　２階講座室

６ 9 ／ 29（土）
9：00 ～ 12：00

裏打ち作業
中央公民館　2 階講座室

２ 7 ／ 20 日（金）
9：00 ～ 17：00

野外採拓
鉾田市　大儀寺 ７ 10 ／ 6（土）

9：00 ～ 12：00
増裏打ち作業
中央公民館　2 階講座室

３ 8 ／ 4（土）
9：00 ～ 17：00

野外採拓
龍ケ崎市　歳時記の道 ８ 10 ／ 26（金）

9：00 ～ 12：00
掛軸作成作業
中央公民館　2 階美術室

４ 8 ／ 17（土）
9：00 ～ 17：00

野外採拓
羽生市　天満宮 ９ 12 ／ 7 日（金）

9：00 ～ 12：00
掛軸作成作業
中央公民館　2 階美術室

５ 9 ／ 1（土）
9：00 ～ 17：00

野外採拓
いわき市　勿来の関 10 12 月 21 日（金）

9：30	～ 11：30
表装作業、閉講式
中央公民館　2 階美術室

▶対　象　　　　市内在住・在勤の方 10 名　※超過の場合抽選
▶費　用　　　　無料　※用具代などは自己負担
▶講　師　　　　守谷市拓本・表装同好会会員
▶主　催　　　　守谷市文化協会拓本部
▶申込方法　　　往復はがきに住所・氏名・年代・講座名を記入し、６月４日（月）必着で申し込む
▶申込・問合先　市役所生涯学習課公民館Ｇ　内線 274

▶日　時　６月９日（土）～平成20年２月９日（土）
　　　　　全 10 回
　　　　　午前 9 時 30 分～午後 0 時 30 分
▶会　場　中央公民館　２階和室
▶対　象　市内在住・在勤の小学５年生以上の方
　　　　　20 名
▶講　師　岡

おかじま

島宗
そうきょう

恭氏（裏千家・みずき野在住）

▶参加費　500 円／ 1 回
▶主　催　守谷市文化協会茶道部
▶申込方法　往復はがきに住所・氏名・年代・電

話番号・講座名を記入し、５月31日（木）
までに申し込む

▶申込・問合先　
市役所生涯学習課公民館Ｇ　内線274

▶日　時　6 月 19 日～ 12 月 18 日の第３火曜日
　　　　　午前 10 時～正午
　　　　　※ 8 月を除く。全 6 回
▶会　場　高野公民館　集会室１
▶対象者　市内在住の方 20 名　※超過の場合抽選
▶参加費　3,900 円／ 1 回　※材料費
▶持参品　花はさみ、カッター、ピンセット、筆

記用具、グルーガン、グルーガンス
ティック

▶講　師　野
の ぐ ち

口陽
よ う こ

子氏（もりや生き生きライフ
　　　　　リーダーバンク登録者）
▶申込方法　往復はがきに住所・氏名・年代・

電話番号・講座名を記入し、5 月
30 日（水）までに申し込む

▶申込・問合先　市役所生涯学習課公民館Ｇ
　　　　　　	※見本は高野公民館事務室前に

あります
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項　目 内　　　　　容 項　目 内　　　　　容

開館時間

午前９時～午後９時（公民館は、午後
５時以降使用予定のない日は、午後５
時15分閉館。学びの里は、午後７時以
降使用予定のない日は、午後７時閉館。）

公民館の
図 書 室
開室時間

午前９時30分～午後４時30分

休 館 日

公民館は、毎月第３月曜日。学びの里は、
毎週月曜日。両館とも年末年始（12月
28日から1月4日）。そのほか臨時休館
する場合があります。

公民館の
図 書 室
休 室 日

毎週月曜日以外に、５月は、23 ～ 31 日
までが休室｡６月は、毎週月曜日以外に
29 日が休室となります。

使用許可
申請受付

公民館各部屋･･･使用日の２か月前から
当日まで※午後５時以降のご利用は、
２日前（土・日曜日、祝日、休館日に
あたる場合は、直前の業務日）までに
使用許可を受けてください。
中央公民館ホール･･･市内団体は、使用
日の４か月前からできますので、申請
は、お早めにお願いします。
学びの里各部屋･･･使用日の２か月前か
らで、当日受付は、平日のみ。土・日・
祝日及び午後７時以降のご利用は３日
前、宿泊でのご利用は５日前までに使
用許可を受けてください。

●もりや学びの里は、月曜日が祝日にあたる場合は
　開館し、翌日を休館日とします。
●学びの里バーベキュー施設の利用は、午後８時 30 分
　までです。
●郷州・高野・北守谷公民館では、月曜日から金曜日の
　	午前８時 30 分から午後５時 15 分まで諸証明の発行を

行っています（第3月曜日及び祝日は除く。）
※中央公民館　 48-6731　仮予約専用　48-6732
※郷州公民館　 48-6711　仮予約専用　48-6724
※高野公民館　 45-5411　仮予約専用　45-5419
※北守谷公民館　 47-0111　仮予約専用　48-2606
注）各公民館の電話による仮予約は、登録団体のみ可能
※もりや学びの里　 48-0525
　（利用受付：市役所くらしの支援課　 45-1111　内線134）

公民館・もりや学びの里利用のご案内
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おはなし会

郷州公民館図書室は、
５月20日（日）に、臨時休室します。
（郷州公民館まつり開催のため）

蔵書点検にともなう休館のお知らせ

新しく入った本

　　　◆資料の検索はホームページから（パスワード登録で予約も可能）

　パソコン　http://www.lib.moriya.ibaraki.jp　携帯電話　http://mobile.lib.moriya.ibaraki.jp

としょかんへいこう！
５月の児童テーマ棚「にほん」

20広報もりや2007.5.10

※詳しくは各館に備え付けの新着資料リストをご覧ください。図書館のホームページからもご覧になれます

所蔵館の説明　　図：中央図書館　郷：郷州公民館　高：高野公民館　北：北守谷公民館 

■貸出期間の延長
　5 月 9 日（水）から 22 日（火）までにお借り
になる資料は、返却期限が通常よりも長くなり
ます。詳しくは、館内掲示又はホームページを
ご覧ください。

　5 月 23 日 ( 水 ) から 31 日 ( 木 ) まで、中央図書
館及び各公民館図書室は、蔵書点検作業のため
特別整理期間として休館になります。

　休館中は、利用者の皆さんが図書館を快適に
ご利用いただけるよう、図書館にある全資料に
ついて状態や所在を一点ずつ点検する、いわゆ
る「棚卸し」にあたる作業のほか、普段はでき
ない資料の大規模な移動や館内の修繕などを行
います。

　利用者の皆さんには、大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

■休館中の返却
　中央図書館・中央・郷州・高野・北守谷の各
公民館、文化会館入口横、保健センター入口横
に設置してあるブックポストをご利用ください。
ただし、ブックポストに返却できるのは、本の
みです。本以外の資料については、破損する恐
れがありますので、6 月 1 日 ( 金 ) 以降、直接カ
ウンターにご返却ください。

書　　名 著者名 出版社 所蔵館 ジャンル
風と共に散りぬ 赤川　次郎 幻冬舎 高・北 小説
ドイツは過去とどう向き合って
きたか 熊谷　　徹 高文研 図 政治－歴史

校長先生になろう！ 藤原　和博 日経ＢＰ出版センター 郷 学校経営

野菜を育てて学ぶ食育実践ＢＯＯＫ 川上　一郎 家の光協会 図 野菜栽培

いわさきちひろ 平凡社 図 画集

ブタベイカリー 角野　栄子 文渓堂 北 絵本（児童書）

５ ・ ６月
　　　　　休 館 日	 　毎週月曜日、5/23（水）～ 5/31（木）、6/29（金）
　　　　　開館時間	 　中央図書館　　　午前 10 時～午後 6 時（※木曜日は午後 1 時～ 6 時）
	 	 	 　各公民館図書室　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

●おはなしクラブわらべ

日　時　６月２日（土）
　　　　午後２時～３時
会　場　中央図書館
　　　　３階視聴覚室
内　容　人形劇、絵本、
　　　　工作など
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　４月 22 日、守谷市女性農業クラブでは、親
子でたけのこ掘りを楽しんでもらおうとイベ
ントを企画しました。
　当日は天気にも恵まれ、20 組の親子がたけ
のこ掘りに挑戦。
　最後には、クラブが用意したたけのこご飯
を味わい、参加者たちは土の感触と春の訪れ
を感じていました。

「静岡県浜松市」やらまいか精神のまち
ふるさと自慢

「静岡県浜松市」やらまいか精神のまち

　
「
や
ら
ま
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か
！
」、
さ
ま
ざ

ま
な
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に
不
安
で
、
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込
み

し
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ち
で
あ
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中
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、

何
度
と
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任
の
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生
か
ら

こ
の
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
。
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。
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親子でたけのこ掘りを体験 !!

大
おおむら

村 嘉
よしひと

人さん

（みずき野８）

リレーインタビューリレーインタビューリレーインタビュー

愛知県 静岡県
浜名湖

浜松市
駿
河
湾

全国大会出場者紹介全国大会出場者紹介全国大会出場者紹介

●全国大会に出場した方へ
　次に該当する方には奨励金を交付し、広報もり
やでご紹介します。詳しくは、市役所生涯学習課
スポーツＧ（内線 278）までお問い合わせください。
▶ スポーツ　対象となる全国大会で、高校生以上

の方はベスト８以上の成績を修めた方
▶ 文化活動　全国規模のコンクールなどで、上位

入賞した方

藤代高校

出
でぐ ち

口和
かず や

也さん
（みずき野１）

全日本学生バスケット
ボール選手権大会

第12回全国都道府県
対抗男子駅伝競走大会

大阪人間科学大学

平
ひら え

江モニカさん
（松前台７）

※写真不掲載
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Moriya Photo News

ホップの生産が有名
なドイツのマインブルク
市。そのホップを、アサ
ヒビール（株）茨城工
場に輸出している縁で、
1990 年に守谷市と姉妹
都市関係を結びました。
　今回、マインブルク市
のエッガー市長をはじ
め、14 名の市民の方が守
谷市を訪問。公募で参加
した方々と一緒に日光見
学などを楽しみながら、
交流を深めました。

人 ・文化・心…さまざまな形で交流を深める
姉妹都市マインブルク市民来市（3/28～ 4/6）

被
　来市していたエッガー市長は、マインブルク市
民の方から募った能登半島地震災害義援金500ユ
ーロ（約85,000円）を、「被災地の方々のために
役立てて欲しい」と、野木崎郵便局から石川県災
害対策本部へ送金しました。

災地のために役立ててください
能登半島地震災害義援金寄付（4/5）

自
　中央公民館において青色防犯パトロール講習会
が開催され、消防団や学校サポートチームなど、
315名が参加。この講習を受けた方は、青色回転灯
を装備した自動車による自主防犯パトロールを行
うことができます。これからも力を合わせて、安全・
安心なまちづくりに取り組んでいきましょう。 

分たちの手で安全・安心なまちづくりを 
青色防犯パトロール講習会 (4/22)
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●まちの話題を写真記事でお届けします

日
市文化協会では、市民の皆さんに茶道に親しん

でいただこうと、今年もふれあい茶会を開催しま
した。

会場となった北守谷公民館には、広間席・立礼
席・おしのぎ席の三席が設けられ、参加者たちは
気軽に茶道を楽しみました。

本の伝統文化を身近に！
ふれあい茶会（4/1）

住
　市役所で行われた区長業務説明会では、各区長
さんから意見や要望などが寄せられました。
　守谷市は年々人口が増え続け、今後も増加が予
想されます。それに伴い、地域のつながりはより
大切になってきます。皆さんも自治 ( 町内 ) 会に
加入し、住みよいまちづくりを目指しましょう。

みよいまちづくりを目指して
区長業務説明会 (4/21)

ま
　春の陽気に誘われて、木々は芽吹き、昆虫たち
が目を覚まし始めたこの時期、高野の浅間神社付
近で「春の自然観察会」が実施されました。
　参加者たちは、指導員の説明を聞きながら、カ
メラやルーペを片手に、豊かな自然を楽しく観察
しました。

だまだあるよ !　豊かな自然
春の自然観察会 (4/14)

取手警察署と取手地区交通安全協会が主催す
る「一日警察署長」に、新小学 1 年生の小

こ す げ
菅寛

ひ ろ き
生

さん（守谷小）と高
たかはし

橋みなみさん（御所ケ丘小）が
選ばれました。

２人の署長さんは、交通安全のお願い文を市長
に手渡し、立派に一日警察署長を務めました。

安 心して暮らせるまちにしよう
一日警察署長（4/4）

MORIYA
フォトニュース
MORIYA
フォトニュース
MORIYA
フォトニュース
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食育だより食育だより  Vol.10

考えてみよう！「食」のこと

食生活改善推進員を知っていますか？食生活改善推進員を知っていますか？
担当　保健センター・学校給食センター・児童福祉課

守 谷 市 役 所
〒 302-0198　守谷市大柏 950-1

 ☎0297-45-1111（代表）

http://www.city.moriya.ibaraki.jp/

 発行者　守谷市長　 会 田　真 一

 編　集　守谷市役所総務部秘書課

5月の納期
• 固定資産税・都市計画税 … 1 期
• 軽自動車税 ……………… 全期
• 下水道受益者負担金 …… 1 期
• 上下水道使用料 ……3・4 月分

粗大ごみ収集日

休日・夜間緊急診療所
取手医師会病院（小児科除く）

☎０２９７－７８－６１１１
取手協同病院（小児科 : 水曜日除く）

☎０２９７－７４－５５５１
総合守谷第一病院（小児科：水曜日）

☎４５－５１１１

人口と世帯数
平成 19年 4月 25日現在

前月比

  昨年同月人口　  55,114 人

モバイル！ もりや

携帯電話から市の情報を入手できます
http://mobile.city.moriya.ibaraki.jp/

  ◆主な内容◆
•もりやチャリナビ
•ポケット防災ガイド
•図書館蔵書検索
• 市内バス時刻表
• 鉄道時刻表
•スポーツ施設予約

２
０
０
７
年
5
月
10
日
発
行　

広
報
も
り
や
第
５
１
5
号

※
こ
の
広
報
は
、
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

世　帯
人　口
　男
　女

20,086 戸
56,822 人
28,747 人
28,075 人

６月のし尿収集日

☆「食生活改善推進員」とは…？
　“私たちの健康は私たちの手で”を合言葉に、「ヘルスメイト」の
愛称で、食生活改善のボランティア活動を行っています。
　自分や家族の健康管理はもとより、お隣さんやお向かいさん、そ
して地域住民へ食生活改善の輪を広げ、地域住民への生涯を通じた
健康づくりの担い手として活躍しています。
　現在、市には 56 名の推進員が、子どもからお年寄りまでを対象に、
食生活をとおして健康づくりの普及活動を行っています。

☆こんな活動をしています！
　●子どものよい食習慣づくり
　　（小学生のための親子料理）
　●生活習慣病予防
　●高齢者の健康づくり
　●保健センターでの離乳食教室の補助
　●イベントへの参加
　●出前サロン・地区老人会での健康教室

☆ 昨年は、「食育」のための紙芝居や塩分パネルを作成し、さま
ざまなイベントで普及活動に役立てています

皆さんのご近所にも、食生活改善推進員さんがいます。
ぜひ声をかけて参加しましょう！

申 込 日 収 集 日
5/21 ～ 5/25 6 / 6
6/ 4 ～  6/ ８ 6 / 20
6/18  ～  6/22 7 / ４

（＋102戸）
（＋148人）
（＋  84人）
（＋  64人）

 日 区　　　分
 4  5 6 大井沢地区
 8 11 12 大野地区
 14 15 18 高野、乙子、南守谷地区
 20 21 － 原、原本町、北園
 22 25 － 小山、奥山新田、奥山本田、
 27 28 － 辰新田、同地、赤法花




